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a. 令和６年７月25日からの大雨
7月に秋田県・山形県を中心に浸水被害（約2,000棟被害）

b. 日向灘を震源とする地震
8月8日に宮崎県日南市で震度6弱を観測（約100棟被害）

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表

c. 令和６年台風第１０号
8月下旬に発生した九州地方から北海道まで広域にわたる浸水被害
（約5,000棟被害）

目 次

２．令和６年度の主な災害における被害と対応状況

１．令和６年能登半島地震及び9月20日からの大雨
における被害と対応状況
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１．令和６年能登半島地震及び
9月20日からの大雨における

被害と対応状況
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令和６年能登半島地震の概要

令和６年１月１日16時10分にマグニチュード7.6、深さ16kmの地震が発生し、石川県輪島市、志賀町で
震度７を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度６強～１を観測。
この地震により石川県能登に対して大津波警報を、山形県から兵庫県北部を中心に津波警報を発表し、警
戒を呼びかけ。
気象庁では、１月１日のM7.6の地震及び令和２年12月以降の一連の地震活動について、その名称を「令
和６年能登半島地震」と定めた。
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令和６年能登半島地震における住家被害状況（令和７年1月14日時点）

合計床下浸水床上浸水一部破損半壊全壊都道府県名

24,3801420,1554,102109新潟県

22,53421,468807259富山県

107,7625683,29918,3696,083石川県

154,676196124,92223,2786,451合計

※画像は全て環境省撮影

※単位：棟数
※表の数字は各県ＨＰの被害報告より引用。新潟県は令和７年１月10日、富山県は令和６年12月26日時点の棟数を記載
(富山県は、未分類28棟を除く棟数を記載)。

※非住家被害は、石川県は公共建物330棟、その他35,728棟（半壊以上） 、新潟県は非公共68棟。

新潟県新潟市 路面の隆起
（１月２日）

石川県穴水町 民家の被害
（１月５日）

石川県七尾市 道路被害
（１月９日）
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９月20日からの大雨

■9 月 20 日頃から前線が日本海から東北地方付近に停滞し、21 日は前線上の低気圧が日本海を東に
進んだ。また、22 日には台風第 14 号から変わった低気圧が日本海から三陸沖へ進んだ。低気圧や
前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定となり、東北地方か
ら西日本にかけての広い範囲で雷を伴った大雨となった。

■秋田県では 20 日明け方、石川県では 21 日午前中に線状降水帯が発生した。石川県能登では、線
状降水帯により大雨災害の危険度が急激に高まったことから、21 日に輪島市、珠洲市及び能登町に
大雨特別警報を発表した。石川県の多いところでは 20 日から 22 日までの総降水量が 500 ミリを
超え、9 月 1 か月間の平年の降水量の 2 倍を上回るなど、北陸地方や東北地方の日本海側では記録
的な大雨となった。

災害をもたらした気象の概況

出典：内閣府、気象庁資料

降水量の期間合計値 (9月20日～9月22日 7時00分)
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9月20日からの大雨における石川県内の住家の被害状況 [棟]

（令和７年1月14日時点）

合計
床下
浸水

床上
浸水

一部
破損

半壊全壊市町名

2891911586114珠洲市

1,055385348446389輪島市

254218315能登町

3３七尾市

1１内灘町

1,60279849123529103合計

※ 表の数字は石川県ＨＰの被害報告より引用。
※ 非住家被害は、珠洲市122棟、輪島市318棟(公共建物18棟を含む)、能登町15棟、穴水町2棟の計439棟。



8

令和6年1月1日 令和６年能登半島地震発生
1月 2日～ 環境省職員の現地派遣
1月 5日～ 災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）による自治体支援員派遣

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D-Waste.Net）等による収集運搬・技術支援
1月13日～ 各地自治体から被災自治体への職員短期派遣・災害廃棄物事務支援
1月26日 予備費（災害廃棄物処理関係）の使用決定

計６回・約1,015億円の予備費使用決定・補正予算計上（１月、３月、４月、６月、10月、12月）

1月29日 公費解体・撤去マニュアル（第１版）策定
以降、現場での課題や要望を踏まえ、４度にわたり改訂（２月、３月、４月、６月）

2月～ 被災市町における公費解体の申請受付（各市町で順次）
2月 6日 「石川県災害廃棄物処理基本方針」策定
2月29日 「石川県災害廃棄物処理実行計画」策定
5月28日 法務省・環境省連名の事務連絡発出
7月10日 石川県外への広域処理（海上輸送）開始
7月22日 石川県・環境省「公費解体の加速化に向けた対応方針」公表
8月26日 石川県･環境省「公費解体加速化プラン」公表
9月～ 北陸ブロック外への広域処理開始（道路輸送：9/4～、鉄道輸送：9/27～）
9月21日 9月20日からの大雨による水害（奥能登豪雨）の発生
10月 ５日 水害に関する特例的支援方針の公表

令和7年1月31日 石川県・環境省「公費解体加速化プラン」改定

令和６年能登半島地震等への主な対応経緯（災害廃棄物関係）

※石川県を中心に記載
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発災直後、1月2日より石川県庁、1月5日以降に奥能登６市町に環境省職員を派遣し、被災市
町における災害廃棄物処理を支援
災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-
Net）、災害廃棄物中部ブロック広域連携計画等に基づく短期職員派遣等を活用し、災害廃棄物
処理のステージに応じた被災市町への支援を実施

令和６年能登半島地震への対応：災害廃棄物対策の基本方針

職員派遣、現地支援チーム設置、現地状況把握
（人材バンクを活用した自治体職員の派遣）
避難所の仮設トイレ等からのし尿の回収・搬出
生活ごみ、片付けごみ等を処理する処理施設の被災復旧・代替施設の確保

１．生活ごみ処理（し尿・日常生活ごみ）

災害廃棄物の仮置場の確保・設置
被災家屋の片付けごみ・家屋解体ごみ等の撤去・仮置場への搬出
全国の市町村や民間事業者等（災害廃棄物処理支援ネットワーク等）の応援による収
集運搬支援

２．災害廃棄物の生活圏からの撤去

仮置場からの搬出、処理施設での処理
周辺自治体や民間事業者等の受け入れによる広域処理

３．災害廃棄物の処理

※画像は全て環境省撮影
輪島市での仮置場の状況確認

能登町での浄化槽の状況確認
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環境省の支援体制

災害廃棄物対策チーム
廃棄物適正処理推進課・災害廃棄物対策室・浄化槽推進室

環境本省

石川県 現地支援チーム
（能登創造的復興タスクフォース）

・派遣期間：１月５日～
・派遣先：珠洲市、輪島市、
能登町、穴水町、志賀町、
七尾市

６市町常駐・巡回

・派遣期間：１月２日～

石川県庁常駐・巡回

・持続可能社会推進コンサルタント協会
（専門家派遣）

・におい・かおり環境協会（専門家派遣）
・日本環境衛生センター（専門家派遣）
・全国都市清掃会議（収集支援）
・全国清掃事業連合会（収集支援）
・日本環境保全協会（収集支援）

D.Waste-Net

・派遣期間：１月５日～10月29日
・派遣先：２県14自治体

人材バンク

・派遣期間：１月13日～12月27日
・派遣先：２県13自治体

応援職員短期派遣※

※災害廃棄物中部ブロック
広域連携計画等

本ペーパーに記載されている団体は一例であり、
多くの関係者からご協力をいただき、被災地を支援している。

延べ7,558人日
（令和７年１月20日時点）

延べ4,891人日

延べ1,597人日

専門家延べ1,340人日

収集運搬車両延べ1,674台派遣

・派遣期間：１月２日～５月28日（新潟）
３日～６月21日（富山）

富山県・新潟県派遣

延べ64人日

※うち大雨関連が167人日
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石川県の被災したごみ焼却施設・し尿処理施設等の状況（令和７年1月20日時点）

ごみ焼却施設等の状況
石川県

被災施設数：
石川県１１施設

うち復旧施設：９施設
うち代替措置：２施設

石川県のごみ焼却施設等の状況石川県のごみ焼却施設等の状況 石川県のし尿処理施設の状況石川県のし尿処理施設の状況

し尿処理施設の状況

志賀町

宝達志水町

能登町

その他現地の状況に応じて
臨機応変に回収

※1/9稼働開始

金沢市西部
衛生センター

各施設の復旧状況

：仮復旧済み施設

：復旧済み施設

石川県

処理能力対応状況復旧月日施設名称

29kL/日本復旧に向けた計画検討中
5/11
仮復旧

珠洲市

浄化センター

し
尿
処
理
施
設

25kL/日
－

1/9
能登町

衛生センター

40kL/日本復旧に向けた計画検討中
11/25
仮復旧

輪島クリーンセンター

宅田分場

7kL/日
－

3/11
穴水町

し尿処理施設

79kL/日
－

2/9
ななか

クリーンセンター

6.2kL/日
－

（※１系統運転で対応）
1/9

鹿島中部

クリーンセンター

80kL/日－1/9
衛生センター

（羽咋郡市）

処理能力対応状況復旧月日施設名称

30t/日
ー

3/19
奥能登
クリーンセンター

ओ
ा
൏
ే

ਝ
ಉ

35t/日
ー

1/22
輪島・穴水
クリーンセンター

70t/日
ー

1/11
ななか
リサイクルセンター

66t/日
ー

1/12
リサイクルセンター
（羽咋郡市）

石
川
県 珠洲市

浄化センター

地震により、4施設が被災し、3/19時点
で全ての施設が復旧。
設備停止時は、各施設の受入ピットや
敷地内での仮置き及び県内外施設にお
ける広域処理を実施。
大雨による被害はなし。

地震により、７施設が被災し、7/1時点で全ての施設が
復旧（仮復旧含む）。
設備停止時は、各施設の受入タンクでの一時貯留、下水
処理場での処理、県内外施設における広域処理を実施。
大雨により、輪島クリーンセンター宅田分場が重ねて被
災するも、当該被災箇所は12月末までに本復旧完了。
仮復旧（仮設配管設置等）の2施設（珠洲市、輪島市）
については、本復旧に向けた計画検討中。

各施設の復旧状況

：復旧済み施設
：被災せず稼働継続し

ていた施設

※1/12稼働開始

能登町
穴水町

輪島・穴水クリーンセンター
輪島市

七尾市

志賀町

奥能登
クリーンセンタ－

珠洲市

ななかリサイクルセンター
※1/11稼働開始

リサイクルセンター
（羽咋郡市）

：し尿の受入処理を実施
していた下水処理場

※1/22稼働開始

衛生センター
（羽咋郡市）

輪島クリーンセンター
宅田分場

※1/9稼働開始

鹿島中部
クリーンセンター

七尾市

穴水町し尿処理施設

ななかクリーンセンター

下水処理場
（中央水質管
理センター）中能登町

※1/9一部稼働開始

輪島市

下水処理場
（穴水浄化
センター）

能登町衛生
センター

珠洲市

羽咋市

穴水町

※2/9稼働開始

※3/19稼働開始

※5/11稼働開始

※11/25稼働開始

：被災せず稼働継続
していた施設
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【生活ごみの収集運搬の流れ（イメージ）】

家庭ごみ 収集・運搬 ごみ処理施設避難所ごみ

※珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、七尾市、志賀町の6市町に環境省職員を常駐派遣。

石川県の生活ごみの収集運搬に関する取組について

取組の概要
県内外の自治体や民間事業者から支援車両を被災自治体に派遣し、地元の車両と併せて避難所ごみ及び家庭ごみの回収を実施。
処理施設が停止した地域では、収集した避難所ごみ及び家庭ごみを、焼却施設等に仮置きし、県内又は県外の一般廃棄物焼却
施設へ搬出。

対応課題段階
県内外の他自治体や民間事業者から支援車両を被
災自治体に派遣し、収集運搬体制を構築。
一部の地域では、収集するごみを限定する等の対応を
実施。

既存の車両体制では、避難所ごみと家
庭ごみの両方の収集が困難で、回収
の遅れなどが発生。初動段階

環境省現地常駐者※が避難所ごみ等の排出状況を
確認し、石川県と連携しながら、現場のごみの
排出状況等に応じて応援車両の派遣先を調整す
るなど対応。

一般家庭から排出されるごみの収集
に加え、避難所から排出されるごみ
を収集しているため、車両台数の不
足や道路事情などにより、ごみ収集
の遅れなどが発生。発災初期(１月上旬)以降

収集運搬体制の強化と
代替処理先の確保

焼却施設の復旧対策と並行し、周辺自治体の焼
却施設等による処理を増強するために、受入先
の確保や広域運搬方法の調整を実施。

停止中施設のピットや仮置場等にお
いて、収集した避難所ごみ・家庭ご
みを一次受入・保管しているところ、
保管可能量を超える恐れがあり、焼
却施設の復旧までの代替受入先の確
保が必要。

※珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、七尾市、
志賀町の6市町に環境省職員を常駐派遣。
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避難所における適切なし尿処理の確保に関する取組について①

取組の概要

能登半島地震の発生後、経済産業省が中心となり避難所等に最大で約1,150基の仮設トイレを設置（民間設置分の約320基を
含む。）。環境省は適切なし尿処理等を確保する観点から、その時々の課題に対応するため自治体・関係業者をサポート。

対応課題段階

発災直後から石川県の清掃業者団体や経済産業
省等との連絡体制を確保。仮設トイレ対応について
の情報共有フローを構築。

避難所における仮設トイレや携帯ト
イレが不足。初動段階

仮設トイレの設置予定時期・場所について経済産業
省等と緊密に情報を共有。
こうした情報を活用しながら関係団体と連携し、県外
業者の派遣を含め、最大時にバキュームカー40台以
上の回収体制を確保。

発災初期の急激な仮設トイレの増
設に合わせ、適切なし尿処理を行う
ためにバキュームカーの台数確保が
必要。

発災初期(１月上旬)
仮設トイレ等の増強

【仮設トイレ及びバキュームカーに係る対応体制】

被
災
市
町
村

県

清
掃
事
業
者
団
体

個
別
清
掃
事
業
者

バキューム
カーの派遣要
請

各市町村の派遣要
請を集約し、清掃
事業者団体に伝達

派遣要請を踏まえ、
各市町村への派遣
台数を調整

経済産業省

仮設トイレの発
送・設置状況

※この他にも、バキュームカーの緊急車両
扱いやガソリンスタンドの優先給油等につ
いて、本省が関係各方面と調整。環境省
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避難所における適切なし尿処理の確保に関する取組について②

対応課題段階

停止中の施設の受入れタンクを一時受入施設として
活用する他、下水処理場の活用により処理体制を
整備し、バキュームカーの輸送効率を向上。

被災によりし尿処理施設が稼働停
止となったため、広域でのし尿処理が
必要となった結果、輸送距離が長く
なり輸送効率が低下。

発災初期（１月上旬）
一時受入れ施設の活用、簡易ト

イレの回収 固形ごみについて、地元自治体のパッカー車に加え、
県内外の自治体や民間事業者の応援派遣により回
収を実施。使用後簡易トイレの回収については色分
けによる分別等、清掃業者への注意喚起を実施。

避難所の簡易トイレから発生した固
形ごみについても、回収時の衛生面
の確保（中身の飛散防止等）につ
いて、維持・徹底が必要。

石川県のし尿処理施設の状況
（１／９時点）

珠洲市
浄化センター 珠洲市

輪島市

穴水町

七尾市

志賀町

宝達志水町

能登町衛生センター
能登町

輪島クリーンセンター
宅田分場

穴水町し尿処理施設鹿島中部
クリーンセンター

羽咋郡市
広域衛生センター

羽咋市

一時貯留して集約したし尿は、羽咋郡
市広域衛生センター及び金沢市西部
衛生センターに運搬して順次処理を実
施

中能登町

その他現地の状況に応じて
臨機応変に回収

※1/9稼働開始

※1/9一部稼働開始

ななか
クリーンセンター

金沢市西部
衛生センター

施設が停止している市町

稼働停止施設

うちピット受入

稼働中施設
色分けにより分別した簡易トイレ回収時の

固形ごみと可燃ごみ

【使用後の簡易トイレの回収の流れ（イメージ）】

簡易トイレ ごみ運搬車

ごみ処理施設

固形ごみでの保管

し尿の回収
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避難所における適切なし尿処理の確保に関する取組について③

対応課題段階
各市町の仮設トイレの設置状況をマップ化し自治体に提
供する他、現地職員を通じて各市町におけるバキューム
カーの運行状況を把握するなど、適切な頻度での回収が
行われていることを確認。（珠洲市では環境省職員が配
車のオペレーション作業をサポート）
国以外の主体により設置されたトイレについても、現地と
連携し随時情報を収集・整理。

回収体制の強化・効率化を進める一
方で、適切な頻度で避難所からのし
尿回収が行われるよう、各市町にお
ける回収ルートの構築やバキューム
カーの運行状況の把握が必要。
国以外の主体により設置されたトイレ
（トレーラートイレ、復旧工事現場
等）の存在が事後的に判明

回収体制構築後
（１月中旬以降）

バキュームカー安定稼働
→トイレの衛生状況の確保

経済産業省から提供される仮設トイレの設置情報を基
に、各市町の避難所への仮設トイレ設置状況をマップ化
し、地元自治体・清掃業者へ共有
設置状況を「見える化」することで、確実・効率的な回収
計画の立案をサポート

図 仮設トイレ設置状況のマップ化（画像はイメージ）

仮設トイレの衛生環境や利便性の確保が重要。
適正な使用ルールが守られない場合、紙づまり
等によりし尿回収にも影響が生じる可能性
県・関係省庁と連携し、トイレ使用マナーのチラ
シを作成

図 仮設トイレの適正使用に関する貼り紙

【仮設トイレの設置状況のマップ化】 【トイレの衛生状況の確保】
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避難所における適切なし尿処理の確保に関する取組について④

対応課題段階
環境省本省から審議官級職員を派遣し、環境省職員が
避難所の仮設トイレの衛生環境の点検や避難者のニーズ
把握を実施する体制を構築。経産省から洋式トイレアタッチ
メント550基・ランタン700個を現地に送付した他、環境省
と関係団体で連携し、消臭スプレー約2,200本を配布。
仮設トイレの適正使用に関する張り紙を作成した他、県と
連携して公衆トイレの状況を個別に確認し、衛生面を確保。

仮設トイレの衛生環境や利便性（和
式→洋式への転換、夜間照明等）の
確保が必要。また、一部の公衆トイレ
において不適切な使用状況が確認さ
れ、衛生環境の確保が必要。

回収体制構築後
（１月中旬以降）

バキュームカー安定稼働
→トイレの衛生状況の確保

評価と今後に向けた対応策
過去の災害対応のノウハウを活かし、発災直後から関係省庁・関係団体と緊密に連携。状況の進展を踏まえながら、その時々に必要
とされる対応策を講じた。
国以外の主体により設置されたトイレの情報を迅速・効率的に把握していく体制の構築は継続的な検討課題。トイレトレーラーに代表
される優良な取組事例について、関係省庁とも連携して地方自治体等への共有を行っていくとともに、こうした取組を通じて運営主体と
の関係構築を図っていく。
発災時の適正なし尿処理確保のためには、平時からの自治体・関係業界による体制構築も重要。各地域における災害協定の締結
内容等を再度点検し、自治体の取組を促していく。

【仮設トイレからのし尿回収の流れ（イメージ）】

避難所等の仮設トイレ
バキュームカー

し尿処理施設

和式→洋式トイレへの転換

画像：経済産業省X

回収後のし尿の一時貯留施設への搬入

画像：環境省X
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能登半島地震における浄化槽復旧対策

能登地域６市町に設置されている浄化槽は全体で約1.9万基（うち市町設置が約3千基、個人設置が約1.6万基）。
市町設置浄化槽については設置基数の約40％にあたる1,400基以上が被災。個人設置浄化槽については窓口一元化の
ためコールセンターを設け、設置基数の約20％にあたる3,000件以上の調査依頼を受付。
市町設置浄化槽については環境省が支援しながら、各市町において復旧工事の発注・施工を進めているところ。個人設置
浄化槽についても石川県・関係団体等と連携・協力し、復旧工事や補助申請等のサポートを実施。

地震により浮き上がった浄化槽（画像は七尾市内の例） 地震により浮き上がった浄化槽（画像は珠洲市内の例）

大規模地震が発生した際、浄化槽についても大規模な被害が発生することを前提に平時からの備えが必
要。自治体と指定検査機関・業界団体との災害協定締結など、地域内、さらには都道府県を越える広域
的な浄化槽事業関係者間の支援体制を整える必要がある。
支援体制においては、被災浄化槽の調査から災害査定までの円滑・迅速な遂行が可能となるよう、平時か
らの意思の疎通を図ることを想定して対策を立案する必要がある。
浄化槽の正確な実態把握の有無は、復旧活動の初動に大きく影響し得る。災害時への備えの観点からも、
浄化槽台帳の整備・充実が必要。

能登半島地震の教訓

浄化槽被害状況と対応状況
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片付けごみの仮置場設置の取組について

取組の概要
発災直後から、仮置場の設置や運営にあたり、環境省職員や技術専門家等が現地を確認し、必要に応じて助言等を実施。
自力での片付け、搬出、仮置場への持ち込み等が困難な住民（高齢者世帯等）には、ボランティア等と連携した、被災家屋からの片付けごみ
等の撤去・搬出を実施。

対応課題段階
常駐支援している６市町を中心に、派遣した職員及び他市
町からの支援員が被災自治体と仮置場候補地を巡回し、ア
クセス可能な車両等での仮置場対応、候補地における敷鉄
板の設置、災害廃棄物の配置、災害廃棄物の分別方法等の
留意点を確認。要員が不足する場合には、運営管理を民間
事業者に委託することなどにより、被災自治体と仮置場の
早期設置に向けた準備を遂行。

仮置場設置にあたり、搬入路のアクセ
スや候補地の地面の状況が悪いことや、
運営管理に係る要員不足などが課題。

初動段階

環境省職員や技術専門家が搬入物の分別や保管の状況を確
認し、必要に応じて助言等を実施。

設置済の仮置場において、搬入物の分
別や適切な保管が行われないと、処理
の長期化や火災発生などが起こり得る。

発災初期
(１月上旬以降）

仮置場の設置について事前又は早期に周知を行う。市中を
巡回する際には、こうした一時集積所が発生していないか
確認するとともに、発生を確認した場合は速やかに一次仮
置場へ集約し、解消。

各市町が設置した仮置場以外の敷地に、
住民等が片付けごみを一時的に集積さ
せることにより、交通の妨げ等の事態
が起こりうる。

（ボランティアの受け入れ開始後、）ボランティアと連携
した被災家屋からの片付けごみ等の撤去・搬出を実施。

自力での片付け、搬出、仮置場への持
ち込み等が困難な住民（高齢者世帯
等）への支援が課題。

仮置場の立地・規模等に応じた車両動線の整理と誘導員の
配置を実施。

住民が片付けごみを仮置場に搬入する
際に、周辺に渋滞が発生し得る。

災害廃棄物の搬入・搬出状況の随時把握に努め、ボラン
ティアの受入れ状況なども踏まえつつ、状況に応じて仮置
場の追加設置等の対応を実施。

搬入する災害廃棄物の量の増加等に応
じ、仮置場からの搬出や必要な仮置場
の確保が必要。仮置場開設後

（2月上旬以降） 派遣した職員や他市町からの支援員が仮置場候補地を巡回
し、仮置場増設にあたって留意点を確認。要員が不足する
場合には、運営管理を民間事業者に委託。

仮置場増設にあたり、搬入路のアクセ
スや候補地の地面の状況が悪いことや、
運営管理に係る要員不足などが課題。
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片付けごみの仮置場設置状況（令和7年1月20日時点）

設置数仮置場等設置状況*自治体名
７設置済：1/3～12/31受付終了新潟市
2設置済：1/9～1/31受付終了長岡市
1設置済：1/5～1/31受付終了三条市
1設置済：1/11～3/30受付終了柏崎市
1設置済：1/10～1/31受付終了見附市
2設置済：1/5～4/26受付終了燕市
3設置済：1/8～1/21受付終了糸魚川市
2設置済：1/5～1/19受付終了妙高市
1設置済：1/5～6/28受付終了五泉市
4設置済：1/5～5/2受付終了上越市
3設置済：1/9～4/26受付終了佐渡市
1設置済：1/11～3/30受付終了刈羽村

石川県石川県
設置数仮置場設置状況自治体名

１設置済：1/4～1/14受付終了金沢市
３設置済：1/12～8/5受付終了七尾市
１設置済：1/4～9/30受付終了小松市
3設置済：2/1～輪島市
３設置済：2/1～珠洲市
１設置済：1/12～3/17受付終了羽咋市
1設置済：1/22～12/1受付終了内灘町
2設置済：1/17～志賀町
1設置済：1/14～4/14受付終了宝達志水町
1設置済：1/20～3/31受付終了中能登町
１設置済：1/18~11/30受付終了穴水町
３設置済：2/５～12/３受付終了能登町

新潟県新潟県富山県富山県
設置数仮置場設置状況自治体名

1設置済：1/3～2/29受付終了高岡市
1設置済：1/4～3/20受付終了氷見市
1設置済：1/9～1/31受付終了砺波市
1設置済：1/13～2/29受付終了小矢部市
１設置済：1/6～1/31受付終了南砺市
1設置済：1/4～3/29受付終了射水市
1設置済：1/4～1/21受付終了上市町

柏崎市

新 潟

上越市

五泉市

糸魚川市

佐渡市

燕市

三条市

妙高市

志賀町

石 川

珠洲市

輪島市
能登町

穴水町
七尾市

中能登町
羽咋市

宝達志水町
内灘町

金沢市
小松市

氷見市

富 山

高岡市
射水
市

上市町

南砺市
砺波市

小矢部市

新潟市

刈羽村

長岡市

*※市町村焼却施設又は処分業者へ直接持ち込みを含む

※今後、被害状況等によって仮置場を
設置する自治体の追加があり得る。

仮置場設置市町村 仮置場への搬入状況（2/12 輪島市、能登町）

見附市

仮置場受付終了市町村

発災直後、1月3日以降、2月5日迄に設置予定の全ての市町村で仮置場が設置され、片付けごみ等の受入を開始。
現在も、石川県３市町においては、片付けごみの受入を実施。
設置された一部の仮置場は、公費解体ごみ専用仮置場として現在も開設中。（解体ごみ仮置場については後述）

設置数：計３か所 設置数：計０か所 設置数：計０か所
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昨年12月末時点で14,152棟の解体を完了し、昨年8月の公費解体加速化プランで定めた12月末の中間目標
（約12,000棟）を上回った。１月26日時点で解体申請棟数（35,648棟）に対して、16,352棟の解体が完了。
昨年12月末時点で申請棟数（34,839棟）が、解体見込棟数（32,410棟）を上回ったことや、豪雨による公費解
体棟数の増加を考慮し、石川県において市町と協議の上、今年１月31日に公費解体加速化プランを改定。解体見込
棟数を32,410棟から39,235棟に、災害廃棄物発生推計量を約332万トンから約410万トンに見直し。
今後とも石川県と緊密に連携し、今年10月までの解体完了、来年度末までの災害廃棄物処理完了に向けて、
引き続き、被災自治体における適正かつ円滑な公費解体・災害廃棄物処理への支援を行っていく。

公費解体の主な取組状況 公費解体の進捗状況

公費解体の申請手続等の円滑化
• 申請書類の合理化についてマニュアル等の策定・改訂を行い周知
• 建物性が失われた家屋等は関係者全員の同意取得を不要とし、登記

官による職権滅失登記や土地家屋調査士の協力等により、申請手続
を簡素化
工事前調整の円滑化･効率化による解体工事発注の加速化

• 工事前調整の効率化や補償コンサルタントの体制確保・強化
解体見込棟数の見直し、中間目標の設定、解体工事体制の拡充等

• 1月31日に「公費解体加速化プラン」を改定。
解体見込棟数の見直し(32,410棟⇒39,235棟)、解体ピーク時の解
体工事体制の拡充・強化（ピーク時1,200班体制）等を実施

※1 解体実施棟数（累計）には発注数を含む
※2 自費解体及び緊急・公費解体の合計棟数

※1 解体見込棟数（39,235棟）に対する解体棟数の割合
※2 中間目標は令和6年8月公表の公費解体加速化プランにて設定
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計画-解体棟数

実績-解体棟数

計画-解体率

実績-解体率

令和6年12月末までの中
間目標（約12,000棟解
体完了）※2を達成

降雪影響

解体率
※1約41.7%

（解体申請棟数に対して約45.9%）
(累計：1月26日時点)

1月26日
時点

12月末11月末10月末9月末8月末7月末6月末5月末4月末

35,64834,83933,41131,86530,04028,20025,21221,76716,97110,279申請棟数

29,01327,54723,16119,13114,51210,1496,3893,1161,277316
解体実施
棟数※1

16,35214,15211,0207,7345,0963,3962,1881,076466178(うち完了※2)

災害廃棄物処理（公費解体）の推進について
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公費解体に関する取組 仮置場の追加確保

石川県公費解体加速化プラン（令和７年１月31日改定） 石川県知事会見資料より
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公費解体に関する取組 災害廃棄物の広域処理の拡充

今般の災害廃棄物発生推計量の増加を踏まえ、令和７年10月までの公費解体完了、令和７年
度末までの処理完了に向け、県外での広域処理を推進する。
「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」に基づき、環境省から、中部ブロック内に広域処
理の協力を依頼するとともに、輸送の効率性を考慮し、近畿ブロック及び鉄道貨物輸送可能
な関東ブロックについても依頼。石川県からも支援要請。

関東ブロック

• 効率的な運搬が可能な鉄道輸送での
広域処理を実施。東京都、川崎市、
横浜市で９/27以降順次受入処理中。

中部ブロック

• 大型車両で搬入可能な自治体処理施設へ
の道路輸送での広域処理を実施中。
６県(富山･福井･岐阜･長野･愛知･三重)
19市町村等で9/4以降順次受入処理開始。

連結トレーラー等の
大型車両

被災市町
仮置場

積替保管場
（金沢市内）

中部・近畿ブロック
自治体処理施設

関東ブロック
自治体処理施設

陸上輸送 広域処理フロー

道路輸送
アームロール車等の大型車両

鉄道輸送（+道路輸送）
コンテナ貨物（+トラック等）

近畿ブロック

積替保管場(金沢市)

※今後、状況等に応じて受入先を順次拡充

北陸ブロック内で、宇出津港(能登町:7/11開始)、飯田港(珠洲市:7/30開始)、
穴水港（穴水町:10/19開始）、七尾港（七尾市:12/10開始）を活用した海
上輸送を実施。木くず等を搬出し、県外の民間施設で受入処理中。

• 大型車両で搬入可能な自治体処理施
設への道路輸送での広域処理を実施
中。大阪府1組合（大阪広域環境施
設組合）で1/15以降受入処理開始。 約20m

大型車両（連結トレーラー）

広域処理(福井県)

飯田港(珠洲市)宇出津港(能登町)
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９月豪雨による公費解体への影響と対応

９月豪雨による公費解体への影響と対応状況

・発災時、安全のため、奥能登全域で公費解体作業を中断
・作業の再開に当たり発生した影響について順次対応を実施

９月豪雨に関する特例的な財政支援

激甚災害に指定される見込みである今回の大雨災害に続けて襲われたことを踏まえ、災害廃棄物処理を
迅速・円滑に実施する観点から、特例的に

①令和６年能登半島地震と同水準の
財政支援を行うとともに

②半壊以上の家屋等の解体を補助対象
とする。

※ 激甚災害で、災害対策債の発行要件を満たした場合、地財措置45.7%（財政支援計95.7%）

実施した対応大雨による影響

⇒残った重機又は新たに購入等した重機で作業

⇒代替宿泊施設に移動

⇒解体作業が実施できる家屋等への解体班の配
置変更により影響回避

⇒全て復旧済

⇒解体に従事する班数を維持又は増加

解体作業用の重機やダンプが水没・埋没

解体作業員の宿舎で床上浸水などが発生

解体工事再開後も、通行止めなどによる
道路状況の悪化により、解体速度が低下

珠洲市、輪島市の仮置場で浸水が発生

解体作業を実施できない解体班が、道路
啓開などの復旧工事を実施 豪雨直後の珠洲市の解体現場例

半壊
（特定非常災害のみ）

全壊
（全ての災害で対象）

公費解体対象

財政支援（国庫・地財）

通常災害･激甚災害：
90%/95.7%※
(国庫補助50%、地財措置+40%/45.7%※)

特定非常災害：97.5%以上
(国庫補助50%+α、地財措置+47.5%) 令和6年能登半島地震

9月20日からの
大雨

①

②
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２．令和６年度の主な災害における
被害と対応状況
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令和６年の主な災害と被災状況

被害地域
災害廃棄物
発生量※4
【万トン】

合計

[棟]

床下
浸水
[棟]

床上
浸水
[棟]

一部
破損
[棟]

半壊

[棟]

全壊

[棟]
災害名

東北、関東、
中部、近畿

1.92,0981,399879 578257月25日から
の大雨※１

九州0.004838111日向灘を震源
とする地震※２

北海道、東
北、関東、
中部、近畿、
中国、四国、
九州

0.44,9862,6152911,93313512台風10号※３

※１ 消防庁HPより（令和５年11月21日時点）
※２ 消防庁HPより（令和５年11月21日時点）
※３ 消防庁HPより（令和６年11月21日時点）
※４ 令和６年９月30日時点の調査における推計値
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a．令和６年７月25日からの大雨
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令和６年７月25日からの大雨

7 月 23 日頃から北日本に停滞した梅雨前線の影響で、東北地方の日本海側を中心に北日
本から西日本では大雨となり、山形県では 25 日の昼過ぎと夜に線状降水帯が発生して大雨
特別警報を2 度発表。また、東北地方を中心に、24 日から 26 日にかけての 3 日間の降水
量が 400 ミリを超えた地点や平年の 7 月の月降水量を超えた地点があり、記録的な大雨と
なった。

災害をもたらした気象の概況

出典：内閣府、気象庁資料

降水量の期間合計値 (7月24日～29日09時00分)
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７月25日からの大雨における住家の被害状況 [棟]

※出典：消防庁（令和6年11月21日時点）

※環境省撮影

合計
床下
浸水

床上
浸水

一部
破損

半壊全壊都道府県名

22青森県

317241136543秋田県

1,7631,14374352320山形県

66栃木県

33新潟県

7412滋賀県

2,0981,39987957825合計

山形県舟形町 全壊家屋の様子
（8月2日）

山形県酒田市
道路冠水の様子

※酒田市ＨＰより



29

７月25日からの大雨における災害廃棄物処理の状況

いわき市 仮置場
９月22日

３月24日

※画像は全て環境省撮影

にかほ市 仮置場
開設：7月31日～8月24日

新庄市 仮置場
開設：7月28日～8月12日

発災2日後の7月27日より、秋田県・山形県内の13自治体において順次仮置場を開設し、災害廃棄物
の受入れを実施。

秋田県・山形県内の６自治体で公費解体を実施。

ごみ処理施設・し尿処理施設の被害はなし。

出典：国土地理院ウェブサイト
（https://maps.gsi.go.jp/vector/#5.868/35.794489/136.710629/&ls=vpale&disp=1&d=l）

鮭川村 仮置場
開設：7月29日～9月16日
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7月25日からの大雨における環境省等の取組

【地方環境事務所による支援】
7月30日まで警報級の大雨が予報されていたことから安全確認の後、31日により東北地方環境事
務所職員が現地入りし、仮置場の早期開設等、被災自治体に助言。
7月27日より順次仮置場を開設し、災害廃棄物の受入れを実施。

【人材バンクによる支援】
解体業者との契約締結や緊急解体の着手等の公費解体実施体制構築を支援。

由利本荘市での仮置場の状況確認 遊佐町の仮置場の状況横手市との打合せ 戸沢村の仮置場の状況

※画像は全て環境省撮影

・派遣人数：のべ28名・日
・派遣期間：７月31日～
・派遣先：２県17市町村
・内容：現場の状況確認及び仮置場の
開設及び適切な運用に向けた技術的助
言等

地方環境事務所
職員派遣

・派遣人数：のべ36名・日
・支援自治体：東京都練馬区、

宮城県仙台市
（支援員２名、補佐職員１名）
・支援期間：８月21日～９月11日
・支援先：山形県鮭川村

人材バンク

現地支援

7月31日 8月1日 7月31日 8月23日

・実施期間：
９月13日、18日、30日

・実施先：
秋田県内、山形県内市町村

補助金に関する
説明会
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b．日向灘を震源とする地震
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日向灘を震源とする地震

災害をもたらした地震の概況

出典：気象庁資料

８月８日１６時４２分に日向灘を震源とするマグニチュード７．１（モーメントマグニチュー
ド７．０）の地震が発生。この地震により、南海トラフ地震の想定震源域では、新たな大規
模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったが、その後、時間を経るにつれて低
下してきたと考えられる。

震度分布図（８月８日16時55分発表）
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日向灘を震源とする地震における住家の被害状況 [棟]

※出典：消防庁（令和６年11月21日時点）

合計
一部
破損

半壊全壊都道府県名

75741宮崎県

871鹿児島県

838111合計

（参考）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表

出典：気象庁資料
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日向灘を震源とする地震における環境省の取組

発災翌日の８月９日より、九州地方環境事務所において、被災自治体への支援を実施。

仮置場は未設置で、戸別収集や住民の持ち込みによるごみ処理場での受入を実施。

ごみ処理施設・し尿処理施設の被害はなし。

8月９日に、全都道府県に対し「「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」の発表について」

事務連絡を発出

環境省職員が現地確認を行った地域

・派遣人数：のべ４名・日
・派遣期間：８月９日
・派遣先 ：２県５市町
・内容 ：現場の状況確認及び仮置場の開設及び

適切な運用に向けた技術的助言等

地方環境事務所職員派遣

※画像は全て環境省撮影

現地支援

鹿児島県大崎町で
倒壊家屋の解体状況確認

８月９日

８月９日

鹿児島県内の被害状況確認

鹿児島県
宮崎県
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c．令和６年台風第１０号
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令和６年台風10号

災害をもたらした気象の概況

出典：気象庁資料

令和6年8月27日から 9月1日にかけて、動きの遅い台風第 10号や暖かく湿った空気の影
響が続いたため、西日本から東日本の太平洋側を中心に記録的な大雨となった。また、この台
風が数十年に一度の勢力で九州南部にかなり接近する見込みとなったため、28日には鹿児
島県（奄美地方を除く）を対象に暴風、波浪、高潮の特別警報を発表した。27日から 31 
日にかけては突風の被害が発生したところがあり、特に28日から29日にかけては宮崎県の複
数の市町で竜巻とみられる突風が発生した。

降水量の期間合計値分布図（８月27日～９月１日）
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令和６年台風10号における住家の被害状況 [棟]

合計床下浸水床上浸水一部破損半壊全壊都道府県名

33北海道
33青森県

27198岩手県
11栃木県
11群馬県

26215埼玉県
35332東京都

2,0751,8861113423神奈川県
167148658岐阜県
1186514１919１静岡県
2520131愛知県
1414三重県
11兵庫県

1818鳥取県
11岡山県
11徳島県

9685101香川県
541愛媛県
532福岡県
11長崎県
624熊本県

45226913034172大分県
1,189331,16122宮崎県

716371648273鹿児島県
4,9862,6152911,933135121 3 5合計

※出典：消防庁（令和6年11月21日時点）
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令和６年台風10号における災害廃棄物処理の状況

※画像は全て環境省撮影

８月30日より、関東1県、中部1県、中国1県、九州3県の６県８市町で仮置場を設置。仮置場未設置の自
治体については、戸別収集や住民の持ち込みによるごみ処理場での受入を実施。

ごみ処理施設・最終処分場については、屋根破損等の被害があったものの、いずれも廃棄物処理に影響なし。

仮置場設置自治体宮崎県
大分県

鹿児島県

愛知県
埼玉県

大分県由布市における仮置場の様子 宮崎県宮崎市における戸別収集の様子

９月４日 ９月１日

鳥取県
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令和６年台風10号における環境省の取組（関東、中四国、九州）

９月１日より関東・中四国・九州地方環境事務所が現地入りし、仮置場の早期開設等、被災自治体
に助言。

環境省職員が現地確認を行った地域

・派遣人数：のべ15名・日
・派遣期間：９月１日、３日、４日、19日
・派遣先：６県10市町村
・内容：現場の状況確認及び仮置場の開設、適切な運用に

向けた技術的助言等

地方環境事務所職員派遣

８月16日

※画像は全て環境省撮影

現地支援

宮崎県
大分県

鹿児島県

埼玉県

鳥取県

神奈川県

大分県由布市で仮置場の状況確認

埼玉県蓮田市で仮置場の状況確認

９月３日

９月４日

・実施期間：９月４日
・実施先：鳥取県・伯耆町

・実施期間：９月30日
・実施先：埼玉県・川越市、

朝霞市、新座市、蓮田市

・実施期間：10月16日
・実施先：神奈川県・平塚市、

小田原市、二宮町、伊勢崎市、
秦野市伊勢崎市環境衛生組合

補助金に関する
説明会

・実施期間：12月12日
・実施先：沖縄県・国頭村、東村


